
 

 

令和７年１２月２６日 

 ｢高齢者｣の消費生活相談の概要 

 

60歳以上の高齢者の相談は、例年、全体の３割以上を占めていることから、都内の消費生活

センターに寄せられた高齢者相談について、その特徴と傾向を分析する。(※) 

 

１ 高齢者の相談件数 

60歳以上の高齢者の相談件数の推移と相談全体に占める割合を示したものが｢図－1｣である。

令和６年度の相談件数は47,182件で、前年度（43,492件）より 8.5％増加した。令和７年度上半

期の相談件数は 25,545件で、前年同期(23,301件)と比べ 9.6％の増加となった。特に、増加が

目立ったのは、海外から固定電話にかかってくる通信料金未払いの詐欺電話等の相談が多い「電

報・固定電話」と、ＳＮＳ広告を見て海外事業者から購入したサーキュレーターの性能が広告と

著しく異なるなどの相談が多かった「電気空調・冷房機器」である。 

高齢者の相談が相談全体に占める割合をみると、令和６年度は前年度より2.1ポイント増加し、

全体の約３割強(35.6％)となった。令和７年度上半期は34.9％で、前年同期(35.8％)と比べ0.9

ポイント減少している。 

さらに、高齢者からの相談を年代別の割合でみると、令和６年度は60歳代が34.8％(16,423件)、

70歳代が35.6％(16,782件)、80歳以上が29.6％(13,977件)、令和７年度上半期は、60歳代が36.0％

(9,191件)、70歳代が34.8％(8,891件)、80歳以上が29.2％(7,463件)である。 

 

【図－1】高齢者の相談件数の推移 

 

※東京都消費生活総合センター及び都内区市町村の消費生活相談窓口に寄せられた相談情報を

PIO-NET(全国消費生活情報ネットワークシステム)を用いて分析したもの。 

• 分析項目 ：｢高齢者｣(契約当事者 60 歳以上)の相談 

• 分析データ：令和 3 年 4 月～令和 7 年 9 月の相談データ 

(令和 7 年度上半期のデータは令和 7 年 10 月 31 日現在の登録分) 
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２ 相談者の内訳 

令和７年度上半期の相談について、相談者が、契約当事者本人と本人以外（家族・第三者）で

ある場合の割合を、相談全体・高齢者全体・年代別で示したものが｢図－2｣である。 

家族や第三者からの相談は、60歳代では5.0％と１割に満たないが、80歳以上になると30.2％

を占め、年齢が高いほど本人以外からの相談の割合が増えている。80歳以上の相談では、家族や

ホームヘルパー、ケアマネジャー等からの相談が多い。これは、契約者本人が身体的・判断力な

どの理由で相談が難しいことや被害に気づいていないことなどが理由と考えられる。 

 

【図－2】相談者が契約者本人の割合と本人以外（家族・第三者）である割合(令和７年度上半期)  

 
 

 

 

３ 処理結果 

令和７年度上半期の相談について、相談全体・高齢者全体・年代別で処理結果の割合を示し

たものが｢図－3｣である。 

いずれの年代も｢助言｣の占める割合が60％を超え最も多い。｢斡旋｣を行った割合は、相談全

体で 7.9％(斡旋解決 7.0％、斡旋不調 0.9％)であるのに対し、高齢者全体では 11.7％、特に

80歳以上では 15.0％と、相談全体の約1.9倍となっている。これは、高齢になるほど自主交渉に

よる解決が困難になることなどが理由と考えられる。 

 

【図－3】高齢者の相談 処理結果の割合(令和７年度上半期) 

※令和 7 年 10 月 31 日現在 

(注)相談者が本人以外（家族・第三者）である割合が、相談全体で高齢者全体より高いのは、未成年者での割合が高いことによる。  
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４ 契約購入金額 

高齢者の相談について、平均契約金額の推移を示したものが｢表－1｣である。令和７年度上半

期では高齢者相談の平均金額が、相談全体より高くなっている。 

令和７年度上半期の契約購入金額別の割合をみると、契約購入金額が｢1,000万円以上｣の高額

な契約では、相談全体が2.1％に対し、高齢者全体は2.4％、特に80歳以上では2.7％と割合が高

くなっている。 

【表－1】 高齢者の相談と相談全体の平均契約金額  （単位：千円) 

 
 

【図－4】高齢者の相談 契約購入金額別割合(令和７年度上半期) 

※不明等を除く 

５ 販売購入形態 

令和７年度上半期の相談について、相談全体・高齢者全体・年代別で販売購入形態別の割合

を示したものが｢図－5｣である。｢店舗購入｣の割合は、相談全体では21.9％だが、高齢者全体で

は16.7％と低くなっている。 

 

【図－5】高齢者の相談 販売購入形態別割合(令和７年度上半期) 
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一方、｢訪問販売｣の割合は、相談全体では8.8％だが、高齢者全体では12.4％を占める。年代

別にみると、60歳代では6.5％と相談全体より低いが、70歳代では10.1％、80歳以上では22.4％

と相談全体に比べて10ポイント以上高くなっている。 

「通信販売」の割合は、相談全体では35.1％、高齢者全体では35.6％となっている。年代別に

みると、60歳代で46.2％、70歳代で37.8％と相談全体より多く、80歳以上では20.1％と相談全体

より低くなっている。 

「電話勧誘販売」の割合は、相談全体では4.3％、高齢者全体では4.8％となっている。年代別

にみると、60歳代では3.8％、70歳代では4.7％となっており、80歳以上では6.3％と相談全体よ

り高くなっている。 

 

６ 商品・役務 

(1) 商品・役務別相談件数の上位 10 位 

高齢者の相談について、過去３年間及び令和７年度上半期の商品・役務別相談件数の上位

10位を示したものが｢表－2｣である。 

【表－2】高齢者の相談 商品・役務別上位 10 位 

前年同期（令和６年度上半期）からの増加率でみると、第７位の「電報・固定電話」

（348.3％増）が激増している。海外から固定電話にかかってくる通信料金未払いの詐欺電

話等の相談が多い。第８位の「電気空調・冷房機器」（195.8％増）も大幅に増加してい

る。ＳＮＳ広告を見て海外事業者から購入したサーキュレーターの性能が、広告と著しく異

なるなどの相談が増えたことによる。 

令和７年度上半期の相談件数をみると、第１位の「商品一般」は、過去３年間、年3,300件

以上で推移しており、令和７年度上半期も2,125件（前年同期は1,948件）と高止まりの傾向と

なっている。これは、実在する大手通販サイトや金融機関、クレジットカード会社等をかたる

架空請求の不審なメールやＳＭＳ（ショートメッセージサービス）が届いた等の相談が多いこ

とによるものである。 

第２位の「健康食品」は、令和７年度上半期は1,392件（前年同期は1,591件）で減少傾向で

ある。インターネット通販で申し込んだダイエットサプリメント等の定期購入の解約に関する

相談が多く寄せられている。 

第３位は「役務その他サービス」で、令和７年度上半期は1,172件（前年同期895件）と大き

く増加している。増加の原因は、契約している電気やガスの事業者の無料点検を装って来訪す

る点検商法の手口が増えていることによるものである。 
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 (2) 年代別の商品・役務別上位 10 位 

令和７年度上半期の高齢者の相談について、年代別に商品・役務の上位 10位を示したもの

が｢表－3｣である。 

60歳代から80歳以上の全ての年代の第１位は「商品一般」で、実在する大手通販サイトや金

融機関、クレジットカード会社等をかたる架空請求の不審なメールやＳＭＳが届いた等の相談

が多い。60歳代・70歳代の第２位は「健康食品」、第３位は「化粧品」で、定期購入の解約に

関する相談が多い。80歳以上の第２位は「工事・建築」で、不審な点検を装って家を訪問し、

高額な交換工事契約をさせられたなどの相談が多い。第３位は「電報・固定電話」で架空請求

等の不審な電話の相談が多い。 
 

【表－3】高齢者の相談 年代別の商品・役務別上位10位(令和７年度上半期)  

 

 

７ 相談内容 

高齢者の相談内容について、過去３年間及び令和７年度上半期の内容キーワード別相談件数

を上位 10位まで示したものが｢表－4｣である。「インターネット通販」がいずれも２位、「電子

広告」が令和５年度から令和７年度上半期で３位となっており、高齢者でもインターネット通販

でのトラブルが増加していることがわかる。 

【表－4】高齢者の相談 内容キーワード上位 10 位  

(複数回答可) 
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８ 高齢者の「判断不十分者契約」の相談について 

高齢者の相談の中でも事業者の悪質性が高いのが、加齢に伴う疾病等、何らかの理由により

十分な判断ができない状態にある高齢者に対して契約をさせる「判断不十分者契約」である。 

高齢者の｢判断不十分者契約｣の相談件数の推移を示したものが｢図－6｣である。令和７年度上

半期の高齢者の相談で、｢判断不十分者契約｣の相談に多い商品・役務を上位 15 位まで示したも

のが｢表－5｣、それを年代別に示したものが「表－6｣である。 

「図－6」をみると、高齢者の｢判断不十分者契約｣の相談件数は、令和３年度から年 1,300 件

以上で推移しており、令和７年度も上半期だけで 845 件の相談が寄せられている。その中で、

高齢者相談に占める「判断不十分者契約」の割合は３％～４％台で推移している。 

「表－5」の商品・役務別にみると、相談件数では「工事・建築」「健康食品」「化粧品」の

順に多い。契約購入金額の合計順では「中古分譲マンション」「工事・建築」「給湯システム」

の順に高い。高齢者の「判断不十分者契約」の契約購入金額の総額は、令和７年度上半期で約

７億４千万円となっている。 

「表－6」をみると、「判断不十分者契約」の相談は年齢が高くなるにつれ多くなり、60 歳代

では 58 件、70 歳代では 195 件、80 歳以上では 592 件となる（令和７年度上半期）。加齢に伴

う疾病や、認知機能の低下により十分な判断ができない状態にある高齢者がトラブルに巻き込

まれるケースが 70 歳代で増え始め、80 歳以上になると急増していることが分かる。 

「判断不十分者契約」の相談について、販売購入形態別の割合を示したものが「図－7」で 

ある。「訪問販売（36.7％）」が最も多く、次いで「通信販売（18.3％）」「店舗購入（13.4％）」

「電話勧誘販売（8.9％）」が続く。 

 

【図－6】高齢者の「判断不十分者契約」に関する  【表－5】高齢者｢判断不十分者契約｣の商品・役務別 

相談件数及び高齢者相談に占める「判        上位 15 位（令和７年度上半期） 

断不十分者契約」の割合の推移                 
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【表－6】高齢者「判断不十分者契約」年代別の商品・役務別上位 10 位(令和７年度上半期)  

 

【図－7】高齢者「判断不十分者契約」販売購入形態別割合(令和７年度上半期)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

8 

 

９ 販売方法に何らかの問題がある相談（販売形態別）   

PIO-NET では「内容別分類」というカテゴリーにおいて、「購入したか否かに関係なく、 

販売形態、販売の手口、セールストーク等のいずれかひとつでも問題がある相談」について 

「販売方法」にチェックを付与することになっている。 

 そこで、高齢者の相談における「販売形態、販売の手口、セールストーク等のいずれかに 

問題がある相談」を分析するため、高齢者の相談のうち「販売方法」にチェックが付されて 

いるものを抽出した。 

これらの相談について、「販売形態」別に、過去４年間及び令和７年度上半期の相談件数 

の推移と令和７年度上半期の契約購入金額の合計を示したものが、｢表－7｣である。 

 

【表－7】高齢者「販売方法」が付与された相談 「販売形態」別件数 

 

「表－7」において、令和７年度上半期の相談件数が多く、契約購入金額の合計が高額である販

売形態の上位３位までを示したものが｢表－8｣である。以後は、高齢者に特徴的な相談として、

「インターネット通販」「家庭訪販」「電話勧誘」について詳述することとする。 

令和７年度上半期の相談件数を前年同期と比較すると、「インターネット通販」「家庭訪

販」「電話勧誘」のすべてで増加している。契約購入金額の合計を前年同期と比較すると、

「インターネット通販」では約 2.9 億円増加、「家庭訪販」では約 1 億円減少、「電話勧誘」

では約 2.5 億円増加、している。 

 

【表－8】高齢者「販売方法」が付与された相談 「販売形態」別件数上位３位 
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１０ 高齢者に特徴的な相談 

(1) インターネット通販 

高齢者の相談における｢販売方法に何らかの問題があるインターネット通販｣（以下「問題イ

ンターネット通販｣という。）の相談件数の推移と「問題インターネット通販」に占める「判

断不十分者契約」の相談の割合を示したものが｢図－8｣、令和７年度上半期の相談に多い商品・

役務を示したものが｢表－9｣、それを年代別に示したものが「表－10｣である。 

高齢者の相談に占める「判断不十分者契約」の割合は、令和６年度及び令和７年度上半期全

体では３％～４％であるのに対して「問題インターネット通販」では0.7％～1.2％となってい

る。(図－6、図－8) 

商品・役務別の相談件数をみると、どの世代でも、第１位はダイエットサプリメント等の

「健康食品」、第２位は美容液や育毛剤等の「化粧品」であり、定期購入の解約に関する相談

が多い。第３位は「紳士・婦人洋服」で、ＳＮＳ広告から注文した商品が届かなかったり、届

いたが粗悪品だったので返品・返金を求めたいなどの相談が多い。 

 

【図－8】高齢者｢問題ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販｣の相談件数   【表－9】高齢者｢問題ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販｣の商品・役   

及び判断不十分者契約の割合の推移         務別上位 15 位（令和７年度上半期） 

 

【表－10】高齢者「問題ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ通販」年代別の商品・役務別上位 10 位(令和７年度上半期)  
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(2) 家庭訪販 

高齢者の相談における｢販売方法に何らかの問題がある家庭訪販｣（以下「問題家庭訪販｣と

いう。）の相談件数の推移と「問題家庭訪販」に占める「判断不十分者契約」の相談の割合を

示したものが｢図－9｣、令和７年度上半期の相談に多い商品・役務を示したものが｢表－11｣、

それを年代別に示したものが「表－12｣である。 

高齢者の相談に占める「判断不十分者契約」の割合は、令和６年度及び令和７年度上半期全

体では３～４％であるのに対して、「問題家庭訪販」では10～11％台と高くなっている。（図

－6、図－9） 

商品・役務別にみると、相談件数では「工事・建築」「役務その他サービス」「給湯システ

ム」「電気設備」の順に多く、契約している電気やガスの事業者の無料点検を装って来訪し、

分電盤（ブレーカー）や給湯システムを交換させる点検商法が多いことがわかる。（表－11） 
 

【図－9】高齢者｢問題家庭訪販｣の相談件数及   【表－11】高齢者｢問題家庭訪販｣の商品・役務別 

び判断不十分者契約の割合の推移          上位 15 位（令和７年度上半期） 

※「役務その他サービス」には、電気・ガス等の無料点 

                             検の信用性に関する相談等が多く寄せられている。 

                           ※「商品一般」は、契約購入金額の無回答が多い。 
                               

【表－12】高齢者「問題家庭訪販」 年代別の商品・役務別上位 10 位(令和７年度上半期)  
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(3) 電話勧誘 

高齢者の相談における｢販売方法に何らかの問題がある電話勧誘｣（以下「問題電話勧誘｣と

いう。）の相談件数の推移と「問題電話勧誘」に占める「判断不十分者契約」の相談の割合を

示したものが｢図－10｣、令和７年度上半期の相談に多い商品・役務を示したものが｢表－13｣、

それを年代別に示したものが「表－14｣である。 

高齢者の相談に占める「判断不十分者契約」の割合は、令和６年度及び令和７年度上半期全

体では３％～４％であるのに対して「問題電話勧誘」では4.3％～7.2％台と少し高くなってい

る。(図－6、図－10) 

商品・役務別の相談件数をみると、第１位「役務その他サービス」は、ガスや電気の無料点

検を装った電話勧誘の相談が多く、第２位「商品一般」は、不審な電話がかかってきて個人情

報を答えてしまったなどの相談が多い。 

 

【図－10】高齢者｢問題電話勧誘｣の相談件数及     【表－13】高齢者｢問題電話勧誘｣の商品・役務 

   び判断不十分者契約の割合の推移            別上位 15 位（令和７年度上半期）                      

※「電気」は、契約購入金額の無回答が多い。 

 

【表－14】高齢者「問題電話勧誘」年代別の商品・役務別上位 10 位(令和７年度上半期)  
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１１ 相談事例   

事例１：分電盤（ブレーカー）（家庭訪販、電話勧誘） 

数日前に漏電点検の電話があり、てっきり電力会社の４年に１回の法定点検だと思い承諾し

た。昨日、業者が訪問し、「分電盤が老朽化していて使い続けるのはよくない。漏電事故で近

所に迷惑をかけたら大変だ。」と言われ、10 万円の分電盤交換工事の契約をしてしまった。業

者が帰った後、家族に相談したところ、「不審な業者だ。」と言われたので契約を解約したい。 

(契約当事者 70 歳代／女性) 

 

事例２：健康食品（インターネット通販） 

 １週間前、スマホの広告で見たダイエットサプリの画面をタップし、詳細をよく確認せずに

初回 1,980 円の定期コースを申し込んだ。昨日、商品が届いたが体質に合わなかったので、初

回で終わりにしたいと販売業者に電話した。業者からは「初回のみでキャンセルする場合は、

追加で１万円支払ってもらう。」と言われた。スマホの操作に慣れておらず、広告画面や申込

画面も見ることができない。どうしたらよいか。 

                      (契約当事者 70 歳代／女性) 

 

事例３：紳士・婦人洋服（インターネット通販） 

ＳＮＳ広告を見て、ブランド服が大幅に安くなっているサイトでクレジットカード決済した

が、通常送信される注文確認メールは届かなかった。10 日以上経過しても商品が届かず、不審

に感じ、ネットで調べると偽サイトであることが分かった。もう広告も確認できず、業者の連

絡先も不明だ。クレジットカードの請求を取り消したい。 

                    (契約当事者 60 歳代／女性) 

 

事例４：魚介類（電話勧誘） 

 昨年に電話で勧誘されて海産物を購入した業者から、数日前にまた電話があり、数万円分の

海産物を送ると言われた。必要ないので断ったが、しつこく何度も電話があった。業者の電話

によれば、断ったにもかかわらず本日商品が届くらしい。受け取りたくないがどうしたらよい

か。 

(契約当事者 80 歳代／男性) 

 

事例５：商品一般 

 自宅の固定電話に「電話料金が未納になっている。まもなく回線を停止する。」という自

動音声の電話がかかってきた。電話料金の未納はないはずなので、いったん電話を切った。

電話が使えなくなると困る。折り返し電話をして確認したほうがよいか。 

(契約当事者 90 歳代／男性) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

13 

 

１２ 高齢者及び周囲の方へのアドバイス 

   高齢者における「販売方法に何らかの問題がある相談」の中で、相談件数及び契約購入金

額の合計が多い販売形態は、「インターネット通販」「家庭訪販」「電話勧誘」となってい

ます。それぞれの販売形態に応じた被害防止対策を実践することが重要です。 

「インターネット通販」は、販売購入形態の中で最も件数が多くなっています。この背景に

は、スマホの普及により高齢者でも気軽にインターネットを利用した商取引を行う機会が増加

したことが考えられます。相談内容は、「化粧品」「健康食品」等の定期購入の解約トラブル

が多く寄せられています。「初回価格」や「お試し価格」を強調した広告を見て、１回だけ購

入するつもりが高額な定期購入契約だったなどのケースです。サイト内の購入条件や返品・解

約のルールを確認してから申し込むことが大切です。また、最終確認画面のスクリーンショッ

トを保存しておくことも解約交渉の証拠になるので有効です。 

そのほか、「紳士・婦人洋服」等で安さを強調した偽サイトに誘導され購入したが、商品が

届かなかったり、粗悪品が届いたりするなどのトラブルに関する相談が多く寄せられています。

ＳＮＳ広告からブランド品の洋服などが格安で売られている販売サイトにアクセスする場合、

必ずＵＲＬや販売業者の連絡先を確認してください。極端に安いブランド品を扱うサイトは詐

欺の可能性があるので注意が必要です。 

「家庭訪販」では、「工事・建築」の相談が件数・契約購入金額ともに高止まりしていま

す。多くは、ガスや電気の無料点検を装って訪問し、給湯器や分電盤等の老朽化・不具合を

指摘し、高額な交換工事契約を結ばせる手口です。被害を防ぐためには、連絡・訪問してき

た業者の名称を必ず確認し、工事が必要だと言われてもその場で契約をしないことです。周

囲の人に相談して、慎重に検討してください。 

「電話勧誘」でも、ガスや電気の無料点検に関する相談が増加しています。契約中の事業

者の定期点検等と勘違いして応じた結果、不必要な高額機器の交換工事契約をさせられるケ

ースがあります。点検の連絡が来た場合は、契約会社かどうか確認し、家族や信頼できる人

にも相談しましょう。 

「電話勧誘」ではほかに、知らない業者から「前にも買ってもらった。」などと言われ、

「魚介類」を強引に勧められるトラブルなどの相談も寄せられています。勧誘されたらきっ

ぱり断り、すぐ電話を切ることが大事です。 

さらに注意喚起したいのが、通信会社や公的機関を名乗り、個人情報を聞き出す電話が増

えていることです。目的は不明ですが、個人情報を悪用される可能性があるので、こうした

電話には応答せず、すぐに電話を切ってください。また、留守番電話をセットして、相手を

よく確認して、必要のないものには出ないことも有効です。 

 

高齢者の被害防止には、本人の意識だけでなく、周囲の方々の見守りも重要です。家族や

ホームヘルパー、ケアマネジャー、民生委員等の方々が、「普段と何か違う」「何か悩んで

いる」といった変化をいち早く察知することが大切です。 

 

高齢者に困りごとや気になることがあれば、早めにお近くの消費生活センターにご相談く

ださい。東京都消費生活総合センターでは、高齢者の身近な方からの通報や問い合わせがで

きる「高齢消費者見守りホットライン」（電話03-3235-1334）を設けていますので、ご活用

ください。 


